
標準様式第２号（第８条関係） 

 

公募型プロポーザル方式による提案書募集に関する公表 

 

 次のとおり提案書を募集します。 

 

  令和７年１１月１９日 

                          足立区長 近藤 弥生 

１ 業務概要 

（１）業務名 足立ブランド認定推進事業のＰＲに係る運営業務委託 

（２）業務内容 

・ 足立ブランド及び認定企業のＰＲ用媒体の作成 

・ 見本市出展に係るＰＲプログラムの実施業務 

・ 足立ブランド専用ＨＰ・ＳＮＳの運営業務 

・ 足立ブランドの認知度向上を目的とする新規ＰＲ事業の実施 等 

（３）履行期限 令和９年３月３１日 

 

２ 提案限度価格等 

（１）提案限度価格 ２１，１９０，０００円（消費税相当分を含む） 

（２）最低制限価格 なし 

 

３ 資格要件、選定基準及び評価基準 

（１）提案書の提出者に要求される資格要件 

①当該業務における足立区での競争入札参加資格を有していること。 

②地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１

第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当する者でないこと。 

③公表日以後に足立区競争入札参加停止及び指名停止措置要綱に基づく指名停止を受けている

期間がないこと。 

④国若しくは他の自治体から入札参加停止及び指名停止の措置を受けていないこと。 

⑤日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体に属する者が実質的に経営に関与し、又は当該者を相

当の責任のある地位にある者として使用している者でないこと。 

⑥暴力団員による不当の行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する団体及び警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者と

して、区長に対し、区発注の契約について排除要請があり、当該状態が継続している者でない

こと。 

⑦無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に定める

無差別大量殺人行為を行った団体又はこれら団体の支配若しくは影響の下に活動しているも

のと認められる団体に属する者が実質的に経営に関与している者又は当該者を相当の責任の

ある地位にある者として使用している者でないこと。 

⑧ＩＳＯ２７００１またはプライバシーマークで規定している体制を社内で運用していること 

（２）提案書の提出者が、契約締結までの間に上記（１）の資格要件を有しなくなった場合は、その

時点で失格とする。また、提出された書類に虚偽があった場合についても、同様とする。 

  



（３）提案書の提出者を選定するための基準 

評価項目 評価の視点 指標 評価配分 

経営状況 
経営状況は安定しているか 

経営状態は良好か 

過去３年間の財務諸表の分析

（税理士による診断結果） 
１０％ 

業務遂行力１ 業務遂行体制は妥当か 配置予定の担当者の経験等 ２０％ 

業務遂行力２ 
当該業務を達成できる時間がある

か 

配置予定の担当者の業務量・

実施体制・当業務への選任性 
２０％ 

瑕疵担保力 瑕疵に対する責任をとれるか 賠償責任保険の加入の有無 ５％ 

業務技術力１ 
ＰＲ及びブランディングに資する

業務の実績 

同種、類似業務の実績 ２５％ 

業務技術力２ 自治体等への業務実績 ２０％ 

合計 １００％ 

区内業者 区内に本店がある業者に１０％を加点する ＋１０％ 

※ 提案書提出者の選定については原則、全選定委員の評価の合計点が６割以上の上位から５者ま

でとする。 

  



（４）提案書を特定するための評価基準 

評価項目 評価の視点 指標 評価配分 

業務運営力 
明確で適切な
コンセプトと
工程の妥当性 

・業務内容全体をとおしたコンセプトが適切か 

・３年間の実施計画に実現性、具体性があるか 

・業務全体の実施手順、実施体制及び工程が有効で実現
性があるか 

・アドバイザーとしての能力を持ち、認定企業をつなげ
ていく様々な機関のネットワークを構築できるか 

１５％ 

提案内容 

ＰＲ用媒体の
作成に関する
提案 

・足立ブランド及び認定企業の魅力を正しく伝える内
容となっているか 

・従来と比較し、ＰＲ効果の向上が期待できる内容とな
っているか 

・適切な人材が配置されているか 

１０％ 

見本市出展に
係るＰＲプロ
グラムに関す
る提案 

・ブースデザイン等の作成にあたり、適切な人材が配置
されているか 

・出展効果の向上が期待できる内容となっているか 

・出展効果について適切な測定手法が設定されている
か 

１０％ 

足立ブランド
専用ホームペ
ージ・SNS等の
運営に関する
提案 

・足立ブランド及び認定企業の魅力を正しく伝える内
容となっているか 

・運営にあたり、適切な人材が配置されているか 

・従来と比較し、ＰＲ効果の向上が期待できる内容とな
っているか 

１０％ 

新規ＰＲ事業
の実施 

・新たなＰＲ効果の期待できる内容となっているか 

・他の地域ブランドとの差別化が図れる内容となって
いるか 

・ＰＲ効果の高い認定企業のノベルティ製品等を活用
するＰＲ方法が提案されているか 

・提案者の強みが活かされているか 

２５％ 

新たな業務に
関する提案 

・設定された成果指標が妥当か 

・認定企業の情報やブランドの活動を把握するための
会議や交流会等への出席が可能か 

・指定した内容以外の有効で新たな提案があるか 

１５％ 

プレゼンテ
ーション 

説得力・資料
調整力 

プレゼンにおける説明能力や業務への意欲、論理性、態
度、資料の正確性等 

１０％ 

コスト 
コストは妥当
か 

提案見積価格（総額） ５％ 

合計 １００％ 

 

業者及び業務の条件 加点（％） 

区内に本店があり、対象業務区域が区内である場合 ５ 

区内に本店があり、対象業務区域が区外である場合 ４ 

区内に支店があり、対象業務区域が区内である場合 ３ 

区内に支店があり、対象業務区域が区外である場合 ２ 

 

 



４ 手続き等 

（１）担当課（所） 

〒１２０－８５１０ 足立区中央本町１－１７－１  

足立区産業経済部産業振興課ものづくり振興係（足立区役所 南館４階） 

電話 ０３－３８８０－５８６９（直通）  担当 大崎・関谷・松藤 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

ア 交付期間 令和７年１１月１９日（水）から１２月２日（火）まで 

イ 交付場所 ４（１）に同じ。 

ウ 交付方法 希望者に直接交付する。 

（３）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 

ア 提出期限 令和７年１２月３日（水）午後４時３０分まで 

イ 提出場所 ４（１）に同じ。 

ウ 提出方法 持参すること。 

（４）提案書の提出期限並びに提出場所及び方法（予定） 

ア 提出期限 令和８年１月２３日（金）午後４時３０分まで 

イ 提出場所 ４（１）に同じ。 

ウ 提出方法 持参すること。 

 

５ その他 

提案書特定者とは令和８年度委託契約終了後、成績優秀な場合は「１年を１単位として、２回

に限り」継続することができる。ただし、令和９年度以降の予算が成立していないため、提案書

特定者との令和９年度以降の契約が行えないことがある。また、これによる損失等の補償はでき

ない。 

その他詳細は、説明書の１３「その他の留意事項」を参照のこと。 


